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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記エステル交換油脂と上昇融点が１０℃以下である植物性油脂とを含有する油脂組成
物、下記化合物群より選択される１種以上、Ｃ１２～２２脂肪族アルコール類、並びにカ
チオン界面活性剤を含有することを特徴とするヘアトリートメント又はヘアリンス。
　植物性油脂と水添植物性油脂とのエステル交換反応により調製される油脂であって、構
成脂肪酸中、Ｃ１８脂肪酸を７０～９０重量％及び飽和脂肪酸を４０～６０重量％含有し
、且つ上昇融点が４０～５０℃であるエステル交換油脂
　Ｃ６～１０脂肪酸類とグリセリン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とグ
リセリン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とトリメチロールプロパン類と
のトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とトレハロース類とのエステル化物、Ｃ５～
２４カルボン酸類とペンタエリスリトール類２量体とのヘキサエステル化物、炭酸類とＣ
６～１０アルコール類とのジエステル化物、ピロリドンカルボン酸類とＣ１８～２２アル
コール類とのエステル化物、ダイマー酸類とダイマージオール類とのエステル化物、シク
ロヘキサン類、及び植物性油脂から成る化合物群
【請求項２】
　エステル交換反応において植物性油脂がコメ油であり、水添植物性油脂が水添コメ油で
あることを特徴とする請求項１に記載のヘアトリートメント又はヘアリンス。
【請求項３】
　上昇融点が１０℃以下である植物性油脂が、コメ油であることを特徴とする請求項１又
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は２に記載のヘアトリートメント又はヘアリンス。
【請求項４】
　エステル交換油脂と上昇融点が１０℃以下である植物性油脂との含有重量比が１：１～
１：１．５であることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のヘアトリートメント又
はヘアリンス。
【請求項５】
　油脂組成物中、トランス酸含有率が３重量％以下であることを特徴とする請求項１～４
の何れかに記載のヘアトリートメント又はヘアリンス。
【請求項６】
　化合物群が、トリ２－エチルヘキサン酸グルセリル、トリイソステアリン、トリイソス
テアリン酸トリメチロールプロパン、イソステアリン酸トレハロースエステルズ、ヘキサ
（ベヘン酸／安息香酸／エチルヘキサン酸）ジペンタエリスリチル、炭酸ジカプリリル、
ＰＣＡオクチルドデシル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、ジオクチルシク
ロヘキサン、アブラナ種子油、及びヒマシ油から成る化合物群であることを特徴とする請
求項１～５の何れかに記載のヘアトリートメント又はヘアリンス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、ヘアトリートメント又はヘアリンス（「ヘアトリートメント等」とも言う
。）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヘアトリートメント等には、毛髪に滑らかさや艶を付与する目的で、シリコーン
類が配合されている（特許文献１）。
【０００３】
　しかし、一般に、シリコーン類は、一旦、毛髪に付着すると、シャンプー処理しても、
なかなか落ちにくい。そのため、シリコーン類を配合したヘアトリートメントやヘアリン
スを使い続けると、次第に毛髪表面にシリコーン類が蓄積され、その結果、毛髪にザラツ
キ感やパサツキ感が生じ、或いは各種毛髪処理剤の薬効成分が毛髪内部に浸透しにくい、
といった問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－６０２７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記事情に鑑み、本願発明は、シリコーン類を配合しなくともシリコーン類を配合した
と同等以上の滑らかさや艶を毛髪に付与できるヘアトリートメント等を提供することを、
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本願発明者が鋭意、検討した結果、植物性油脂由来のエステ
ル交換油脂を用いれば、優れた功を奏することを見出し、本願発明を成すに到った。
【０００７】
　更に、本願発明者は、そのような植物性油脂由来のエステル交換油脂は毛髪のザラツキ
感を抑えるという効能も併せ持つことを見出し、本願発明を成すに到った。
【０００８】
　即ち、本願第１発明は、下記エステル交換油脂と上昇融点が１０℃以下である植物性油
脂とを含有する油脂組成物、下記化合物群より選択される１種以上、Ｃ１２～２２脂肪族
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アルコール類、並びにカチオン界面活性剤を含有することを特徴とするヘアトリートメン
ト又はヘアリンス、を提供する。
【０００９】
　植物性油脂と水添植物性油脂とのエステル交換反応により調製される油脂であって、構
成脂肪酸中、炭素数（「Ｃ」とも言う。）１８脂肪酸を７０～９０重量％及び飽和脂肪酸
を４０～６０重量％含有し、且つ上昇融点が４０～５０℃であるエステル交換油脂
【００１０】
　Ｃ６～１０脂肪酸類とグリセリン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とグ
リセリン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とトリメチロールプロパン類と
のトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とトレハロース類とのエステル化物、Ｃ５～
２４カルボン酸類とペンタエリスリトール類２量体とのヘキサエステル化物、炭酸類とＣ
６～１０アルコール類とのジエステル化物、ピロリドンカルボン酸類とＣ１８～２２アル
コール類とのエステル化物、ダイマー酸類とダイマージオール類とのエステル化物、シク
ロヘキサン類、及び植物性油脂から成る化合物群
【００１１】
　尚、「上昇融点」は、基準油脂分析法（２．２．４．２）に規定された方法により測定
されたものである。
【００１２】
　本願第２発明は、エステル交換反応において植物性油脂がコメ油であり、水添植物性油
脂が水添コメ油であることを特徴とする本願第１発明のヘアトリートメント又はヘアリン
ス、を提供する。
【００１３】
　本願第３発明は、上昇融点が１０℃以下である植物性油脂が、コメ油であることを特徴
とする本願第１発明又は第２発明のヘアトリートメント又はヘアリンス、を提供する。
【００１４】
　本願第４発明は、エステル交換油脂と上昇融点が１０℃以下である植物性油脂との含有
重量比が１：１～１：１．５であることを特徴とする本願第１発明～第３発明の何れかの
ヘアトリートメント又はヘアリンス、を提供する。
【００１５】
　本願第５発明は、油脂組成物中、トランス酸含有率が３重量％以下であることを特徴と
する本願第１発明～第４発明の何れかのヘアトリートメント又はヘアリンス、を提供する
。
【００１６】
　尚、「トランス酸含有率」は、基準油脂分析試験法（暫１７）に準じて測定したもので
ある。
【００１７】
　本願第６発明は、化合物群が、トリ２－エチルヘキサン酸グルセリル、トリイソステア
リン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、イソステアリン酸トレハロースエ
ステルズ、ヘキサ（ベヘン酸／安息香酸／エチルヘキサン酸）ジペンタエリスリチル、炭
酸ジカプリリル、ＰＣＡオクチルドデシル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル
、ジオクチルシクロヘキサン、アブラナ種子油、及びヒマシ油から成る化合物群であるこ
とを特徴とする本願第１発明～第５発明の何れかのヘアトリートメント又はヘアリンス、
を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　本願発明により、シリコーン類を配合しなくともシリコーン類を配合したと同等以上の
滑らかさ（特に、ツルツル感）や艶を毛髪に付与できる、ヘアトリートメントやヘアリン
スを提供することができる。
【００１９】
　更に、本願発明により、毛髪のザラツキ感を抑えることができる、ヘアトリートメント
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やヘアリンスを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本願発明を、最良の実施形態に基づき、説明する。
　本願発明に係るヘアトリートメント等には、エステル交換油脂を含有する。これにより
、毛髪のザラツキ感を抑えることができる。エステル交換油脂は、植物性油脂と水添植物
性油脂とのエステル交換反応により調製される。
【００２１】
　植物性油脂としては、例えば構成脂肪酸中、Ｃ１８脂肪酸を７０～９０重量％含有し、
植物性油脂中、トランス脂肪酸含有率３重量％以下のものが好ましい。具体的には、コメ
油、コメヌカ油、サフラワー油、トウモロコシ油、大豆油、胡麻油、菜種油、オリーブ油
、落花生油等の１種以上が挙げられ、コメ油又はコメヌカ油が好ましい。
【００２２】
　水添植物性油脂は、例えば植物性油脂を水添したものであり、水添植物性油脂中、トラ
ンス脂肪酸含有率１重量％以下のものが好ましい。具体的には、水添コメ油、水添コメヌ
カ油、水添サフラワー油、水添トウモロコシ油、水添大豆油、水添胡麻油、水添菜種油、
水添オリーブ油、水添落花生油等の１種以上が挙げられ、水添コメ油又は水添コメヌカ油
が好ましい。
【００２３】
　水添は、例えば、圧力１～２０ｋｇ／ｃｍ２、１００～２５０℃にて、触媒（Ｎｉ等）
存在下、水素を吹き込みながら、不飽和脂肪酸が殆ど無くなる迄［具体的には、ヨウ素価
が５以下（特に、３以下）になる迄］、行うのが好ましい。
【００２４】
　エステル交換反応は、以下のようにして行うことができる。即ち、先ず、植物性油脂と
水添植物性油脂とを、混合する。植物性油脂と水添植物性油脂との混合重量比（植物性油
脂：水添植物性油脂）は、８０：２０～５０：５０（特に７５：２５～５５：４５）が好
ましい。次いで、６５～８５℃にて、金属触媒（Ｎａメチラート等）又は酵素触媒（リパ
ーゼ等）の触媒存在下、常法に従い、非位置選択性ランダムエステル交換反応を行う。そ
の後、必要に応じ、活性白土等にて脱色、更に脱臭を行う。
【００２５】
　上記のようにして調製されるエステル交換油脂は、一般に構成脂肪酸中、Ｃ１８脂肪酸
を７０～９０重量％及び飽和脂肪酸を４０～６０重量％含有するが、通常Ｃ１２以下の飽
和脂肪酸は実質的に含まれない。更に、エステル交換油脂は、上昇融点４０～５０（典型
的には、４２～５０）℃である。
【００２６】
　本願発明に係るヘアトリートメント等には、エステル交換油脂を、下記油脂組成物とし
て配合する。即ち、油脂組成物は、エステル交換油脂及び上昇融点が１０℃以下である植
物性油脂を含有する。
【００２７】
　上昇融点が１０℃以下である植物性油脂としては、前記植物性油脂として例示したもの
が挙げられ、コメ油が好ましい。
【００２８】
　油脂組成物の組成において、エステル交換油脂と上昇融点が１０℃以下である植物性油
脂との含有重量比（エステル交換油脂：上記植物性油脂）は、１：１～１：１．５が好ま
しい。
【００２９】
　そのようにして調製される油脂組成物は通常、トランス酸含有率が３重量％以下である
。
【００３０】
　本願発明に係るヘアトリートメント等は、シリコーン類を配合しなくともシリコーン類
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を配合したと同等以上の滑らかさ（特に、ツルツル感）や艶をも、毛髪に付与することが
できる。
【００３１】
　そのようなヘアトリートメント等は、上記油脂組成物を含有し、更に下記成分から成る
化合物群（「化合物群」とも言う。）より選択される１種以上、Ｃ１２～２２脂肪族アル
コール類、並びにカチオン界面活性剤を含有する。
【００３２】
　化合物群としては、以下の成分、即ちＣ６～１０脂肪酸類とグリセリン類とのトリエス
テル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とグリセリン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂
肪酸類とトリメチロールプロパン類とのトリエステル化物、Ｃ１６～２０脂肪酸類とトレ
ハロース類とのエステル化物、Ｃ５～２４カルボン酸類とペンタエリスリトール類２量体
とのヘキサエステル化物、炭酸類とＣ６～１０アルコール類とのジエステル化物、ＰＣＡ
類とＣ１８～２２アルコール類とのエステル化物、ダイマー酸類とダイマージオール類と
のエステル化物、シクロヘキサン類、及び植物性油脂から成るもの、が挙げられる。
【００３３】
　具体的には、化合物群としては、以下の成分、即ちトリ２－エチルヘキサン酸グルセリ
ル、トリイソステアリン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、イソステアリ
ン酸トレハロースエステルズ、ヘキサ（ベヘン酸／安息香酸／エチルヘキサン酸）ジペン
タエリスリチル、炭酸ジカプリリル、ＰＣＡオクチルドデシル、ダイマージリノール酸ダ
イマージリノレイル、ジオクチルシクロヘキサン、アブラナ種子油、及びヒマシ油から成
るもの、が好ましい。
【００３４】
　Ｃ１２～Ｃ２２脂肪族アルコール類としては、具体的にはラウリルアルコール、セタノ
ール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、ミリスチルアルコール、ベヘニルア
ルコール等の１種以上が挙げられる。
【００３５】
　カチオン界面活性剤としては、Ｃ１２～Ｃ２２アルキルトリメチルアンモニウム塩（塩
化若しくは臭化セチルトリメチルアンモニウム、塩化若しくは臭化ラウリルトリメチルア
ンモニウム、塩化若しくは臭化ステアリルトリメチルアンモニウム等）、ジアルキルジメ
チルアンモニウム塩（塩化若しくは臭化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化若しく
は臭化ジココイルジメチルアンモニウム、塩化若しくは臭化ジセチルジメチルアンモニウ
ム、塩化若しくは臭化ジデシルジメチルアンモニウム、塩化若しくは臭化ジオレイルジメ
チルアンモニウム等）等の１種以上が挙げられる。
【００３６】
　本願発明に係るヘアトリートメント等には、添加剤として、界面活性剤、炭化水素類、
油脂類、ロウ類、脂肪酸エステル油類、多価アルコール類、エーテル油類、シリコーン類
等の１種以上を、加えてもよい。
【００３７】
　添加剤において、界面活性剤としては具体的には、アニオン界面活性剤［Ｃ１２～Ｃ１
６硫酸塩（ラウリル硫酸Ｎａ、ラウレス硫酸Ｎａ、ラウレス・５硫酸Ｎａ、ラウリル硫酸
ＴＥＡ、ラウレス硫酸ＴＥＡ等）、アミノ酸系（ココイルグルタミン酸Ｎａ、ラウロイル
グルタミン酸Ｎａ、ラウロイルメチルアラニンＮａ、ココイルメチルアラニンＮａ、ラウ
ロイルサルコシンＮａ、ココイルサルコシンＮａ等）］、非イオン界面活性剤［ソルビタ
ン系（ソルビタンモノステアレート、ソルビタンセスキオレート、ソルビタンモノパルミ
テート、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノカプリレート等）、ＰＯＥアルキル
エーテル（ＰＯＥラウリルエーテル、ＰＯＥセチルエーテル、ＰＯＥオレイルエーテル、
ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル、ＰＯＥベヘニルエーテル等）］の１種以上が挙げ
られる。
【００３８】
　添加剤において、炭化水素類としては、具体的には流動パラフィン、固パラ、スクワラ
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ン、ワセリン、セレシン等の１種以上が挙げられる。
【００３９】
　添加剤において、油脂類としては、具体的にはオリーブ油、リノールサラダ油、ホホバ
油、アボカド油、ミンク油等の１種以上が挙げられる。
【００４０】
　添加剤において、ロウ類をしては、具体的にはラノリン、カルナウバロウ、キャンデル
ラロウ、ミツロウ、鯨ロウ等の１種以上が挙げられる。
【００４１】
　添加剤において、脂肪酸エステル油類としては、具体的にはイソステアリン酸イソプロ
ピル、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラ
ウリン酸ヘキシル、ミリスチン酸ミリスチル等の１種以上が挙げられる。
【００４２】
　添加剤において、多価アルコール類としては、具体的にはプロピレングリコール、グリ
セリン、ソルビトール、エチレングリコール、ポリエチレングリコール等の１種以上が挙
げられる。
【００４３】
　添加剤において、エーテル油類としては、具体的にはバチルアルコール、キミルアルコ
ール、ジオクチルエーテル、ドデシルジメチルブチルエーテル、セチルジメチルブチルエ
ーテル等の１種以上が挙げられる。
【００４４】
　添加剤において、シリコーン類としては、具体的にはジメチルシリコーン、メチルフェ
ニルシリコーン、環状ジメチルシリコーン、アルコール変性シリコーン、アルキル変性シ
リコーン、アミノ変性シリコーン等の１種以上が挙げられる。
【００４５】
　本願発明に係るヘアトリートメント等の組成において、エステル交換油脂は０．００５
～５．０（特に０．０１～３．０）重量％、油脂組成物は０．０３～８．０（特に０．０
３～７．０、就中０．０４～６．０）重量％、化合物群より選択される１種以上０．１～
６．０（特に、０．３～５．０）重量％、Ｃ１２～２２脂肪族アルコール類２．０～１０
．０（特に、４．０～８．０）重量％、並びにカチオン界面活性剤１．０～６．０（特に
、２．０～５．０）重量％、がそれぞれ好ましい。
【実施例】
【００４６】
　以下、本願発明を、実施例に基づき、具体的に説明する。
＜ヘアトリートメントの調製＞
　表１、２に示す配合組成に従って、ヘアトリートメント（実施例１～１１、参考例１２
～１４、比較例１及び２）を、それぞれ調製した。尚、「対照」は、精製水そのものとし
た。
【００４７】
＜ヘアトリートメントの性能評価試験＞
　使用毛束（長さ２５ｃｍ×幅６ｃｍの３枚重ね人毛ミノ毛をブリーチ処理１回したもの
）を市販のシャンプー剤にてシャンプー処理し、濯ぎ、そしてタオルドライした。
【００４８】
　次いで、ヘアトリートメント（各実施例１～１１、参考例１２～１４、比較例１及び２
）、又は対照を、塗布し、毛束全体に良く馴染ませ後、濯ぎ、タオルドライ、そして乾燥
した。その後、この毛束の毛髪について、下記４段階基準で官能評価した。
【００４９】
　ヘアトリートメントの性能評価試験結果を、表１～６に示す。尚、４段階官能評価基準
は、以下のとおりである。
【００５０】
　「毛髪のザラツキ感の無さ」：毛髪のザラツキ感が、「◎」は「全く認められない」、
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「○」は「殆ど認められない」、「△」は「或る程度、認められる」、「×」は「強く認
められる」。
【００５１】
　「毛髪の吸着感」：毛髪の吸着感が、「◎」は「十分、認められる」、「○」は「適度
に認められる」、「△」「殆ど認められない」、「×」は「全く認められない」。
【００５２】
　「毛髪の艶」、「毛髪の滑り（ツルツル感）」：「毛髪の艶」、「毛髪の滑り（ツルツ
ル感）」が、「◎」は「対照よりも、極めて強く認められる」、「○」は「対照よりも、
強く認められる」、「△」「対照と殆ど同じ」、「×」は「対照よりも、認められない」
。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
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【表２】

【００５５】
　表中、１）コメヌカ油／水添コメヌカ油エステルズ、ボーソー油脂社製、「ＣＭ－コメ
ＯＥ１」。
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